
●
米
戸
別
所
得
補
償
モ
デ
ル
事
業

　
に
つ
い
て

　

交
付
対
象
者
は
、
「
生
産
数
量

目
標
」
の
範
囲
内
で
主
食
用
米
を

生
産
し
、
販
売
す
る
農
家
・
集
落

営
農
の
う
ち
、
水
稲
共
済
加
入
者
、

ま
た
は
21
年
度
の
出
荷
・
販
売
の

実
績
申
告
の
あ
る
人
で
、
水
稲
共

済
細
目
書
な
ど
の
申
告
面
積
を
基

本
に
、
一
律
10
ａ(

自
家
飯
米
・

縁
故
米
相
当
部
分)

を
差
し
引
い

た
面
積
に
対
し
て
、
10
ａ
あ
た
り

１
万
５
千
円
を
乗
じ
た
額
が
、
農

家
が
指
定
し
た
口
座
へ
、
国
か
ら

直
接
交
付
さ
れ
ま
す
。

※

調
整
水
田
や
自
己
保
全
管
理
な

　

ど
の
不
作
付
地
が
あ
る
場
合
は
、

　

そ
の
解
消
の
た
め
の
改
善
計
画

　

書
が
必
要
で
す
。

●
水
田
利
活
用
自
給
力
向
上
事
業

　
に
つ
い
て

　

水
田
で
、
麦
・
大
豆
・
飼
料
作

物
、
米
粉
用
米
・
飼
料
用
米
・
Ｗ

Ｃ
Ｓ
用
稲
、
そ
ば
・
な
た
ね
・
加

工
用
米
、
そ
の
他
作
物
を
生
産
し

販
売
す
る
農
家
・
集
落
営
農
の
皆

さ
ん
に
、
作
付
面
積
に
応
じ
た
支

援
を
行
い
ま
す
。

※

事
前
に
申
請
書
な
ど
の
提
出
が

　

必
要
で
す
の
で
、
詳
し
く
は
、

　

九
州
農
政
局
長
崎
農
政
事
務
所

　

地
域
第
二
課
へ
お
問
い
合
せ
く

　

だ
さ
い
。

次の場合は、届け出が必要です。速やかに各支所市民窓口班（西有家は西有家庁舎３階環境課）へ届け出てください。
①犬が死亡した場合（鑑札および狂犬病予防注射済票が必要です）
②犬の所有者の氏名または住所が変わった場合 
③犬の所在地が変わった場合
④犬の所有者が変わった場合（登録済の犬を譲り受けた場合は、犬を新たに登録する必要はありませんが、新しい所
　有者は、犬の所有者の変更を、届け出てください。）

加
津
佐
町

口
之
津
町

深

江

町

布

津

町

有

家

町

西

有

家

町

　 場 　 　 所 　 　時　　間　実 施 日地区 　 場 　 　 所 　 　時　　間　実 施 日地区
津波見小学校体育館

瀬 野 運 動 広 場
深 江 支 所 前
小 林 第１運 動 広 場
みどりが丘運動広場

潮 入 崎 公 民 館
第２分校体育館駐車場
旧 住 吉 工 務 店 倉 庫
世 紀 の 泉 駐 車 場

農業構造改善センター（旧堂崎出張所）
堂 崎 公 民 館

有家東部地区トレーニングセンター

有 家 保 健 セ ン タ ー
小 川 公 民 館

有 家 農 村 婦 人 の 家

商工会西有家支所前

高 貝 野 バ ス 停 前
長 野 公 民 館 前

龍 石 公 民 館 前

見 岳 消 防 団 詰 所
慈 恩 寺 公 民 館 前

西 有 家 庁 舎 裏

10：00～10：20
東 串 公 民 館 10：40～11：30
宮 原 体 育 館 11：45～12：00
山 口 公 民 館 13：20～13：50
加津佐公民館下駐車場 14：10～15：00

口之津運動広場（旧町民グラウンド） 10：00～11：30
早 崎 漁 港 埋 立 地 13：10～13：50
口之津支所裏駐車場 14：10～14：50

４月９日㈮

４月13日㈫

南

有

馬

町

北

有

馬

町

古 園 公 民 館 9：30～ 9：45
北 岡 天 満 宮 10：00～10：15
浦 田 浅 間 神 社 10：30～10：50
南 有 馬 庁 舎 駐 車 場 11：00～12：00
吉 川 公 民 館 13：30～13：50
白 木 野 公 民 館 14：10～14：40
梅 谷 公 民 館 15：00～15：20

４月12日㈪

折 木 公 民 館 9：40～ 9：55
原 山 バ ス 停 付 近 10：10～10：25

9：30～10：20
10：40～11：50
13：20～14：00
14：20～15：10

9：30～10：00
10：20～10：50
11：10～11：40
13：10～14：00

11：30～12：00
13：30～13：50
14：10～15：10

9：30～10：00
10：15～10：45
11：00～11：20

9：30～10：00
10：15～10：45
11：00～11：15
11：25～11：45
13：15～13：35
13：45～14：05
14：15～15：15

第 二 分 団 詰 所 10：40～10：55
西 正 寺 公 民 館 横 11：10～11：25
灰 木 消 防 団 詰 所 11：45～12：00
老人福祉センター前 13：30～14：00
春 日 神 社 境 内 14：15～14：30
西 田 平 公 民 館 前 14：45～15：00
下 内 中 尾 公 民 館 前 15：15～15：30

４月19日㈪

４月28日㈬

４月26日㈪

４月22日㈭

４月20日㈫

犬の登録事項変更等について

　
保
安
林
以
外
の
森
林
を
伐
採
す
る
場
合
に
は
、｢

伐

採
及
び
伐
採
後
の
造
林
届
出
書｣

の
提
出
が
必
要
で

す
（
保
安
林
の
伐
採
は
、
別
途
県
知
事
の
許
可
が
必

要
）。

　
伐
採
を
す
る
30
日
か
ら
90
日
前
ま
で
に
、
森
林
が

あ
る
市
町
村
長
あ
て
に
届
け
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
事
前
の
届
け
出
は
、
森
林
法
で
義
務
付
け

ら
れ
て
お
り
、
無
届
け
の
場
合
に
は
30
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
届
け
出
義
務
者

・
自
ら
も
し
く
は
、
請
負
で
伐
採
す
る
場
合

　
森
林
所
有
者

・
伐
採
業
者
な
ど
が
所
有
者
か
ら
立
木
を
買
い

　
受
け
て
伐
採
す
る
場
合

　
森
林
所
有
者
と
立
木
買
受
者
〈
連
名
〉

●
届
け
出
時
期

・
伐
採
を
す
る
30
日
か
ら
90
日
前
ま
で

※

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▲

事故が起こったときにすぐ対処できるよう、機械作業は２人以上で行いましょう。

▲

農作業に携わる人全員が、機械の安全な停止方法を確認しておきましょう。

▲

機械使用ごとに作業点検を行いましょう。

▲

乗用型トラクターには、安全キャブやフレームなどの安全装備をつけましょう。

▲

乗用機械の運転時は、ヘルメット・シートベルトをつけて運転しましょう。

　まもなく、春の農繁期を迎えます。事故を防ぐためにも、こまめに休憩をとりながら作業するとともに、機
械の安全整備などの十分な点検・整備と、正しい知識を身につけ、農繁期を無事故で乗り切りましょう。

農作業事故防止の
ための基本的事項を
確認しましょう

も/申込方法　問/お問い合わせ　と/日時　ば/場所　対/対象者　定/定員　り/料金

４
月
か
ら
戸
別
所
得
補
償
モ
デ
ル
対
策

が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す

問 

農
林
水
産
部 

農
林
課 

農
政
企
画
班　
☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
６
０

ま
た
は 

九
州
農
政
局 

長
崎
農
政
事
務
所 

地
域
第
二
課 　
　
　
　

 

☎
０
９
５
７
（
２
６
）
１
１
２
２

　
食
料
自
給
率
の
向
上
を
目
指
し
、
水
田
に
お
け
る
生
産
拡
大
を
促
す

対
策
と
、
恒
常
的
に
赤
字
に
陥
っ
て
い
る
米
に
対
し
て
補
て
ん
す
る
対

策
が
、
本
年
４
月
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

①狂犬病予防注射手数料……… 3,050円
  （注射済票交付手数料（550円）含む）
②新 規 登 録 の 場 合……… 6,050円
  （登録料（3,000円）＋狂犬病予防注射料（3,050円））

予防注射時費用（１頭の場合）

狂犬病注射が始まります
問 市民生活部 環境課 または 各支所　☎０５０（３３８１）５０４１

４月９日㈮から

　登録犬には予防注射の通知と問診票を送付しますので、予防接種の際は、必
要事項を記入の上、問診票を持参してください。

森
林
を
伐
採
す
る
と
き
は

届
け
出
を
！

問 

農
林
水
産
部 

農
林
課 

農
産
班　
　
　
　
　
　

☎
０
５
０
（
３
３
８
１
）
５
０
６
０
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